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入札等に関する有識者会議（令和６年度 第３回）議事要旨 

 

【抽出の対象とする案件の報告】 

  児玉委員より、令和６年７月から令和６年８月までの制限付一般競争入札、随意契約による発注

工事から抽出した審議案件３件と、その抽出理由について説明。 

  ■各案件の抽出理由 

   （№１）界野配水池定流量弁外分解修理工事 

・随意契約であるにも関わらず決定率が 72.25％と極めて低い理由と、最低制限価格との

関連について確認したく、案件として抽出した。 

（№２）公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第１工区 

     ・本件の入札が再公告に至った経過と、同時期に同種の工事として「第２工区」が発注さ 

れているため、本件工事との関連について確認したく、案件として抽出した。 

（№３）会津若松市庁舎整備雁木及び駐輪場等建築工事 

     ・本件工事は総合評価方式の適用工事である。その発注方式を採用した理由と、応札者の 

得点の状況等を確認したく、案件として抽出した。 

 

【抽出事案に関する説明及び確認】 

○№１ 界野配水池定流量弁外分解修理工事の工事内容について、担当課（上水道施設課）より説明

を行った。 

○児玉委員による抽出論点に関し、事務局より次のとおり説明を行った。 

・随意契約である場合、市入札及び契約に関する情報公表要領の規定により予定価格を事後公表し

ているところ。 

・本工事の設計・積算は、機器メーカーからの参考見積と県積算基準を用いて積算している。 

・これらの点から、市が定めた予定価格と、随意契約の際に業者が提出した見積額に乖離が生じた

ものと考えている。最低制限価格は、地方自治法施行令の規定により競争入札の場合に設定でき

る。本工事は随意契約であるため、最低制限価格は設定していない。 

 

＜主な質問・意見＞ 

質問・意見 回答（要旨） 

・予定価格の積算は、メーカーからの参考見積

額と県の積算基準を用いているということ

か。 

 

・積算方法の点と、予定価格が事後公表であっ

・そのとおり。 

 

 

 

・そのとおり。これまでの有識者会議の中でも随
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た点により、随意契約とはいえ決定率が低い

結果となった、ということか。 

 

 

・随意契約の場合、予定価格は事後公表であ

る。一方、通常の入札の場合、予定価格は事

前公表である。本件工事の決定率 72.5％と

いう値だけを見ると、予定価格を事後公表と

した方が落札率は下がるのではないか、とい

う疑念が生じる。本件工事に限って偶発的に

このような低い決定率の結果となったに過

ぎず、他の随意契約については予定価格近似

の値で契約となっているという理解でよい

か。 

 

・本件工事の随意契約は、メーカーによる修理

施工を要することを理由としているが、こう

いったケースで他社が修理を行うというこ

とはあり得るのか。 

 

・今後この業者がずっとメンテナンスを受注

していくことが見込まれるが、当初この機器

を導入する際の選定は、入札によって行われ

たのか。また、このような機器は特定の業者

のみが取り扱っているという理解でよいか。 

 

 

 

 

 

・定流量弁を製造しているメーカーがここし

かない、ということか。 

 

 

 

意契約の発注事案についてご審議いただいたケ

ースはあるが、決定率 72.5％というのは低い値

と捉えている。 

 

・実態としては、随意契約については予定価格 

近似の値での契約となるケースが多い。本件は、

極めて稀なケースである。本日の資料 37ページ

に、令和６年７月～８月の契約締結実績のうち

随意契約であったものを掲載している。同ペー

ジの№１はこの案件であるが、№２については

決定率 100％となっており、実例としては随意

契約である場合はこのようなケースが多い。 

 

 

 

・修理対象となる製品の外側の部分であれば、他

社による修理も可能な部分はあるが、製品内部

の部品については、製造したメーカーでなけれ

ば修理は困難である。 

 

・もともとの工事は、この機器のみを据え付ける

という工事が発注されたものではなく、水道配

管全体の工事が発注され、その一部としてこの

機器が設置されたという性質のもの。水道の設

備会社が工事を行うものであって、そのときに

選定された製品が今回の工事対象機器である。

設置した業者が今回の工事を行っているのでは

なく、その機器のメーカーが今回の工事の受注

者となっている、という構造である。 

 

・定流量弁を製造しているメーカー自体は複数あ

るが、それぞれ部品のサイズ等も異なるため、

現在設置されている定流量弁について他のメー

カーが施工しようとすると、部品の入手もでき

ない。このため随意契約としたもの。 
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・最初に水道配管全体の工事を行う業者が選

定したメーカーの部品が設置され、その設置

した部品に係る修繕を要する場合は当該メ

ーカーとの随意契約を要するという構図と

解して良いか。 

 

 

 

 

・そのとおり。全体の配水管工事そのものを当初

発注した際には入札によったものと推測する。

入札において、事後のメンテナンス経費も含め

たトータルコストにより競争することができれ

ば理想かとは思うが、実態としてはメンテ費用

も含めたトータルコストによる価格競争は困難

である。 

 

 

 

○№2 公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第１工区の工事内容について、担当課（都市計画

課）より説明を行った。 

○児玉委員による抽出論点に関し、事務局より次のとおり説明を行った。 

・７月１日公告を行っているが、同日に第２工区の公告も行っている。これは同一路線で連続した工

区を分割発注したものである。分割発注の理由としては、施工に必要十分な工期設定と、年度内の

完了を勘案したもの。 

・入札参加者の状況について、第１工区と第２工区の入札者は、それぞれ８者あったが、全く同じ業

者８者による応札である。 

・落札業者は、第１工区は株式会社弓田建設、第２工区は大川土木工業株式会社であった。 

＜主な質問・意見＞ 

質問・意見 回答（要旨） 

・初回の入札では、全者が最低制限価格を下回り

失格となったということか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料 11 ページの下段に入札経過として「第１

回」の応札額が記載されている。これは６月 12

日開札の内容を示している。この時の最低制限

価格は、同ページの備考欄に記載の 91,446,682

円であり、応札者全員がこれを下回ったもの。 

これを受けて再入札（６月 18日開札）を行った

結果が、同ページ下段の入札経過のうち「第２

回」と記載の部分である。この時の最低制限価

格が同ページ中段にある 91,437,623円であり、

やはり応札者全員がこれを下回ったため不調と

なった。これを受けて再公告を行った。その再

公告による入札の結果が、10ページの表の内容

である。 
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・第１工区、第２工区と連続した発注の中で、第

２工区は再公告を要さず落札者が決定した。第

１工区が再公告となったことによる工期のず

れなどの影響はなかったのか。 

 

・最低制限価格の設定は、工事の質の確保という

趣旨と解するが、これを設定することは法令で

義務付けられているのか。 

今回の入札では、落札業者は結果的には最も高

い価格で応札した業者であるが、最低制限価格

により失格した応札者との金額の差はわずか

なものである。最も高い入札額を提示した業者

が落札したという点に関して、現状の最低制限

価格の仕組みの観点から、入札のあり方につい

て事務局の考えは。 

 

・最低制限価格は、法律上は「設定することがで

きる」旨の規定であるとの事務局の説明があっ

たが、その水準を変動させるということはでき

ないのか。 

 

 

 

・この会議では、これまでも最低制限価格につい

ては様々な視点から取り上げてきたが、応札意

欲が高い時期と低い時期のそれぞれについて、

同一の最低制限価格算定水準を用いることの

妥当性という論点はあろうかと思う。いわば

「繁忙期」と「閑散期」で、異なる最低制限価

格水準を設定するという視点・工夫もあるので

はないか。 

 

・入札参加資格の部分で「資格総合点数」とある

が、これは経営事項審査の点数と理解してよい

 

・再公告による影響は無かった。第１工区の工期

は明後日の３月 21日までとされているが、現

場はすでに完了しており、完了検査待ちの状態

である。 

 

・最低制限価格は、地方自治法上は「設定するこ

とができる」旨の規定であるため、その設定を

義務付けたものではない。ただし、最低制限価

格が無い場合、極論すれば１円での入札でも落

札可能となる。ダンピング受注の防止や手抜き

工事の防止、働き手・担い手の確保などにもつ

ながるものであり、これらの観点も含め最低制

限価格の設定は市としては必要と考えている。 

 

 

 

・変動させることは理論上可能であるが、最低制

限価格を設定する際の算定率のモデルは国が示

している。国は様々な調査結果に基づいてそれ

らの値を示しているため、仮に市が独自の値を

用いるとした場合、その独自設定した値の根拠

を示していくことは困難とも考える。 

 

・「変動制の最低制限価格」という手法になろう

かとは思うが、調査・研究させていただきた

い。 

 

 

 

 

 

 

・そのとおり。 
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か。 

 

・この資格総合点数について、市独自の加算等は

設けているのか。 

 

・公共下水道について、会津若松市は汚水と下水

を分けているのか。一緒に処理するということ

はあるのか。 

 

 

 

・前年度に優良工事表彰を受けた事業者について

は、翌年度に限り 10点加算している。 

 

・分流式を採用しており、雨水と汚水は分けて処

理される。 

 

○№3 会津若松市庁舎整備雁木及び駐輪場等建築工事の工事内容について、担当課（公共施設管理

課）より説明を行った。 

○児玉委員による抽出論点に関し、事務局より次のとおり説明を行った。 

・総合評価方式を適用した理由については、市実施要綱に基づき、「予定価格が１億５万円以上で、

かつ技術的な工夫の余地が大きい工事」として総合評価方式を適用したもの。 

・なお、本市においては予定価格１億５千万円以上の工事は、契約締結にあたって議会の議決を要す

る工事として条例で定めており、市にとって重要な工事として位置付けられる発注額である。 

・応札者の点数の状況については、総括表として資料 24ページに示すとおりである。評価値の状況

では秋山ユアビス建設株式会社が最も高位であったが、入札価格が失格基準価格を下回ったことか

ら失格となった。このため、次点者である株式会社東北入谷まちづくり建設が落札者となったも

の。加算点の内容としては、企業の技術力に関する項目で配点 1.35点、配置予定技術者の技術力

に関する項目で配点 1.05点、企業の地域社会に対する貢献度に関する項目で配点 3.6点、施工計

画の適切性に関する項目で配点 6.0点、技術提案に関するに項目で 8.0点とし、加算点は合計で

20 点満点として設定している。 

・本市における総合評価方式の適用事由として挙げている「技術的な工夫の余地」の点は、これらの

配点のうち「技術提案に関する評価」の項目に関連するもの。 

 

＜主な質問・意見＞ 

質問・意見 回答（要旨） 

・点数の評価は、誰が行うのか。 

 

 

 

 

 

・本市においては、工事関係部局の課長と、外部

の学識経験者で組織する「総合評価技術審査会」

を設置し、点数の評価を行っている。外部の学

識経験者は、会津若松建設事務所の職員２名と

している。評価項目のうち「企業の技術力に関

する評価」、「配置予定技術者の技術力に関する
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・審査会は、常設の機関か。 

 

・技術提案の部分は、各社によってそれぞれ差

が生じるのか。 

 

・駐輪場の外周を雁木づくりにするという部分

は、仕様として決まっていたものなのか。そ

の仕様の範囲の中で、各業者に工夫する点を

提案させるという理解でよいか。 

 

 

・他市の例と比較とすると、技術的な提案の意

味合いが異なっている印象を受ける。通常よ

く見られる総合評価方式の手法では、例とし

て「駐輪場の整備として各社独自の提案を行

うこと」として提案を募り、その中である業

者が「雁木づくりによる駐輪場整備」の提案

を行い、その提案内容と技術的な点を評価し

て、これを採用するというものである。仕様

が固まっており、その上で提案を求めても評

価結果としては差が付きにくいのではない

か。 

 

・プロポーザル方式等とは異なり、会津若松市

の総合評価方式では施工管理を中心とした部

分の提案がメインと理解した。一方、今回の

総合評価方式による入札では、技術提案に関

評価」及び「企業の地域社会に対する貢献度」

の３つの項目は、設定された項目の該当の有無

を提出書面によってのみ審査するため、事務局

である契約検査課で審査を行っている。 

このため、技術審査会で主に審査を行うのは、

「施工計画の適切性に関する評価」と「技術提

案に関する評価」の２つの項目となる。 

 

・常設の機関である。 

 

・技術提案の内容は工事業者ごとに大きく異なっ

ており、その内容によって加点の差は生じる。 

 

・雁木づくりとする点は、仕様として定まってい

るもの。工夫提案の例としては、騒音を抑制す

るため、仮囲いに騒音吸収素材を用いる等の提

案を行った業者に加点を行っている。各業者で

様々な提案が行われている。 

 

・プロポーザル方式やコンペ方式など、設計を含

めて業者から提案を求める方式がある一方、今

回の工事は、設計は既に終わっており、工事段

階以降の提案を求める総合評価方式を採用して

発注を行ったもの。 

 

 

 

   

 

 

 

・本市の総合評価方式では、他自治体の配点と比

して技術提案の点数配分が低い側面があろうか

とは思う。現状においては、本市は仕様発注の

もとでの総合評価方式を運用しているが、より
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する部分について最も得点の低い業者が落札

しており、総合評価方式の本旨に合致してい

るのかという点について違和感を覚えるが如

何か。 

 

・設計はすでに完了しており、施工だけを総合

評価方式により発注する手法との事務局の説

明であったが、総合評価方式のメリットをよ

り活かすには、設計と施工を一緒に総合評価

方式として発注する手法もあり得たのではな

いか。設計と施工を併せて総合評価により発

注しない理由は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業者の育成という側面もあるということで理

解した。 

 

 

 

 

・発注方式の選択は、どのように行っているの

か。 

 

 

 

 

 

・その工事の全体像を見ながら、最も適した発

注方法を検討しているということか。 

良い制度運用について検討していく余地はあろ

うと考えている。 

 

 

 

・新庁舎建設においても、設計と施工は別に発注

を行った。設計と施工を別として仕様発注する

という手法と比して、ＤＢ（Design－Build）方

式と呼ばれる設計と施工を一緒に発注する方式

などは、一般に性能発注と呼ばれる。この発注

方式は、例としてプラント建設等に用いられ、

「指定の処理能力を満たすように設計するこ

と」等として性能を発注し、各社から提案をい

ただくという手法。今回の駐輪場工事の「駐車

場を確保し、通路を作る」という仕様の中では、

各受注者の提案の自由度が低い。そういったパ

ターンの下では仕様発注という手法になる。そ

の中で、受注機会の確保として、設計と施工を

別々に発注したものである。 

 

・ＤＢ方式、仕様発注方式、というそれぞれの手

法について、市では採用する場合がある。例と

して、県立病院跡地は運営も含めたＤＢＯ

（Design-Build-Operation）方式による発注を

行っている。 

 

・官民連携方式の採用手法の検討については、公

共施設管理課で所管しており、ＶＦＭ（Value-

For-Money）の試算を行い、ＤＢ方式のパターン、

ＤＢＯ方式のパターン、またＰＦＩ方式のパタ

ーンなどを比較しながら、業者による提案の幅

の有無なども含めて発注方式を選定している。 

 

・建築工事の発注方式については様々な手法があ

るが、本市では「建設工事等に関する多様な入
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・後日でよいので、そのガイドラインを各委員

に配布していただけると良い。 

 

・雁木づくりを用いるという仕様は、当初から

そのアイデアはあったということか。 

 

 

 

・評価項目のうち「配置予定技術者の技術力に

関する評価」の部分は書面による審査を行う

との説明であったが、技術者個人の「施工能

力」はどのようにして採点するのか。 

 

札契約方式ガイドライン」を令和元年に策定し、

これに基づいて発注方式の検討を行っている。

一方で、庁内に副市長をトップとし部局長級の

職員により構成される「入札契約審査会」を設

置し、審議を経て発注方式を決定している。ガ

イドラインによる一定の基準と、部局長級によ

る合議体による審議により、恣意的な運用の排

除に努めているところである。 

 

・後日配布させていただく。 

 

 

・そのとおり。冬季間における駐車場から庁舎ま

での歩行者の安全確保という市議会からの提言

があった点と、市民懇談会の中でも、冬季間の

安全性という意見があった。 

 

・過去 10年間以内の同種工事において、請負金額

が指定金額以上の工事に監理技術者、主任技術

者又は現場代理人として従事した経験がある場

合に評価を行う。 

 

 

【入札及び契約手続の運用状況の報告・確認】 

  令和６年４月から令和６年８月に契約した工事の入札結果、入札参加停止措置の実施状況につい

て報告（資料３、資料４、資料５）。 

 ＜主な質問・意見＞  

質問・意見 回答（要旨） 

・来年度以降の会議の開催について、年度内に２

回の開催とする旨を前回の会議で委員の了承

を得たところである。 

これに伴って、次回以降の会議では、前段に審

議期間全体の入札契約手続の状況報告を行い、

後段で抽出案件の審議を行う、という進め方を

・次回以降の会議では、前段に事務局から審議期

間全体の入札契約手続の状況報告を行い、後段

で抽出案件の審議を行っていただく。 
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提案したいが如何か。 

 

 

【その他】 

・追加配布資料を用いて、本市発注工事における「週休２日工事」の導入について、事務局より説明

を行った。 

 

（次回の案件抽出担当） 

・次回の抽出担当は、長谷川委員とした。 

 


